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７
月
九
州
北
部
豪
雨
に
よ
る

被
災
に
関
す
る
各
種
支
援
制
度
な
ど
の
お
知
ら
せ

※�

そ
れ
ぞ
れ
の
支
援
制
度
の
中
に
は
、
一
定
の
適
用
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
支
援
制

度
が
適
用
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
被
災
さ
れ
た
場
合
に
実
際
に
制
度
が
活
用
で
き
る
か
な
ど
、
詳
細

に
つ
い
て
は
支
援
制
度
ご
と
に
記
載
し
て
い
る
問
い
合
わ
せ
先
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
８
月
７
日
現
在
）

※
支
援
制
度
を
利
用
す
る
際
の
必
要
書
類
な
ど
は
、
問
い
合
わ
せ
先
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
り
災
証
明
書
」「
り
災
届
出
証
明
書
」
は
、

洪
水
や
地
震
な
ど
の
災
害
で
、
家
屋
な
ど
に

被
害
を
受
け
、
各
種
支
援
制
度
を
利
用
す
る

た
め
に
必
要
な
書
類
で
す
。
今
回
の
水
害
で

被
害
を
受
け
、
り
災
証
明
書
な
ど
が
必
要
な

人
か
ら
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
申
請
窓
口　

▽
柳
川
庁
舎
＝
安
全
安
心
課

（
３
階
）、
市
民
課
（
１
階
）
▽
大
和
・
三
橋

庁
舎
＝
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
（
１
階
）

●
証
明
手
数
料　

無
料

□
り
災
証
明
書
と
は
…

　

災
害
で
、
家
屋
の
損
壊
や
浸
水
被
害
を
受

け
た
こ
と
を
市
が
確
認
し
た
場
合
に
発
行
し

ま
す
。
建
物
の
被
害
程
度
を
証
明
す
る
も
の

で
、
被
害
状
況
の
調
査
（
建
物
被
害
認
定
調

査
）
が
必
要
で
す
。
調
査
に
は
、
市
の
調
査

員
が
伺
い
ま
す
。

●
証
明
の
範
囲　

家
屋
の
被
害
に
対
し
て
、

「
全
壊
」「
流
失
」「
大
規
模
半
壊
」「
半
壊
」「
一

部
損
壊
」「
床
上
浸
水
」「
床
下
浸
水
」
の
証
明

※
り
災
証
明
書
は
調
査
を
行
っ
た
う
え
で
発

行
し
ま
す
の
で
、
発
行
ま
で
に
時
間
が
か
か

り
ま
す
。ご
理
解
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
の
調
査
員
が
調
査
に
伺
っ
た
と
き
に
、

す
で
に
建
物
の
補
修
な
ど
が
終
わ
っ
て
い
る

場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
は
、
被
害

の
内
容
が
確
認
で
き
る
補
修
前
の
写
真
や
、

工
事
の
見
積
書
な
ど
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

□
り
災
届
出
証
明
書
と
は
…

　

動
産
（
家
財
、
車
な
ど
）
の
被
害
や
、
災

害
に
よ
る
被
害
を
実
際
に
確
認
で
き
な
い
場

合
に
、
市
に
被
害
の
届
出
を
し
た
こ
と
を
証

明
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
り
災
届
出
証
明
書
で
も
各
種
支
援

制
度
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
各

支
援
機
関
な
ど
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
安
全
安
心
課
（
☎

77
・
８
１
５
３
）
ま
で
。

　

県
は
、
今
回
の
豪
雨
災
害
で
住
宅
が
全
壊

し
た
世
帯
、
大
規
模
半
壊
し
た
世
帯
に
支
援

金
を
支
給
し
ま
す
。
な
お
、
世
帯
の
人
数
が

１
人
の
場
合
は
、
支
給
金
額
が
４
分
の
３
に

な
り
ま
す
。

●
支
援
内
容

【
①
住
宅
の
被
害
程
度
に
応
じ
て
支
給
す
る

支
援
金（
基
礎
支
援
金
）】▽
全
壊
し
た
世
帯
、

住
宅
が
半
壊
し
危
険
な
状
態
に
な
り
解
体
す

る
世
帯
な
ど
＝
１
０
０
万
円
▽
大
規
模
半
壊

し
た
世
帯
＝
50
万
円

【
②
再
建
方
法
に
応
じ
て
①
に
加
算
す
る
支

援
金
（
加
算
支
援
金
）】
▽
住
宅
を
建
設
、

購
入
す
る
世
帯
＝
２
０
０
万
円
▽
住
宅
を
補

修
す
る
世
帯
＝
１
０
０
万
円
▽
住
宅
を
貸
借

す
る
世
帯
＝
50
万
円

●
申
請
書
類　

①
り
災
証
明
書
、
住
民
票
な

ど
②
住
宅
の
購
入
、
貸
借
な
ど
の
契
約
書
な
ど

●
申
請
期
間　

①
災
害
発
生
日
か
ら
13
か
月

以
内
②
災
害
発
生
日
か
ら
37
か
月
以
内

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
水
害
復
興
生
活
支
援

室
（
☎
77
・
８
１
３
６
）
ま
で
。

り
災
証
明
書
、
り
災
届
出
証
明
書

　8 月 8 日まで 3 回にわたり、
宮城県仙台市から計 8人の職員
が建物被害認定調査の指導、助
言を行いました。同市若林区役
所固定資産税課土地係の岡﨑勝
紀係長は「昨年の大震災では柳
川市から職員を派遣いただくな
どお世話になったので、少しでも
お返しできたら」と話しました。

市内の建物被害認定調査を指導、助言す
るため派遣された仙台市職員の皆さん

被害を受けた建物調査に仙台市からの派遣職員が活躍

被
害
を
受
け
て
各
種
支
援
制
度
を
利
用
し
た
い
人
は
必
ず
申
請
を

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

住
宅
が
全
壊
、
大
規
模
半
壊
な
ど
の
大
き
な
被
害
を
受
け
た
世
帯
に
支
援
金
を
支
給

　

災
害
に
よ
り
負
傷
ま
た
は
住
居
、
家
財
に

被
害
を
受
け
た
人
に
、
生
活
再
建
に
必
要
な

資
金
を
貸
し
付
け
ま
す
。

●
対
象
・
貸
付
限
度
額　

【
①
世
帯
主
に
１
か
月
以
上
の
負
傷
が
あ
る

場
合
】
▽
当
該
負
傷
の
み
＝
１
５
０
万
円
▽

家
財
の
３
分
の
１
以
上
の
損
害
＝
２
５
０
万

円
▽
住
居
の
半
壊
＝
２
７
０
万
円
、
な
ど

【
②
世
帯
主
に
１
か
月
以
上
の
負
傷
が
な
い

場
合
】
▽
家
財
の
３
分
の
１
以
上
の
損
害
＝

１
５
０
万
円
▽
住
居
の
半
壊
＝
１
７
０
万

円
、
な
ど

●
貸
付
利
率　

年
３
％
（
据
置
期
間
中
は
無

利
子
）

●
据
置
期
間　

３
年
以
内
（
特
別
の
場
合
は

５
年
）

●
償
還
期
間　

10
年
以
内（
据
置
期
間
含
む
）

●
所
得
制
限　

世
帯
人
数
に
よ
っ
て
市
民
税

の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
所
得
制
限
あ
り
。

▽
世
帯
員
１
人
＝
上
限
２
２
０
万
円
▽
世
帯

員
２
人
＝
上
限
４
３
０
万
円
▽
世
帯
員
３

人
＝
上
限
６
２
０
万
円
▽
世
帯
員
４
人
＝
上

限
７
３
０
万
円
▽
世
帯
員
５
人
以
上
＝
上
限

は
１
人
増
す
ご
と
に
７
３
０
万
円
に
30
万
円

を
加
え
た
額
。
た
だ
し
、
住
居
が
滅
失
し
た

場
合
は
上
限
１
２
７
０
万
円

●
申
請
書
類　

り
災
証
明
書
な
ど

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
福
祉
課
（
☎
77
・

８
５
１
４
）
ま
で
。

災
害
援
護
資
金

生
活
再
建
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け

　

災
害
で
被
害
を
受
け
た
低
所
得
世
帯
、
障

害
者
世
帯
ま
た
は
高
齢
者
世
帯
に
、
必
要
な
経

費
を
貸
し
付
け
ま
す
。
申
請
に
は
、
り
災
証
明

書
、
住
民
票
、
借
入
申
込
書
な
ど
が
必
要
で
す
。

な
お
、
災
害
援
護
資
金
が
優
先
と
な
り
ま
す
。

□
災
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
臨
時
に
必
要

と
な
る
経
費

●
内
容　

住
宅
補
修
、
家
財
道
具
購
入
な
ど

●
貸
付
限
度
額　

１
５
０
万
円
以
内
、
貸
付

利
率
は
年
１
・
５
％
（
連
帯
保
証
人
が
い
る

場
合
は
無
利
子
）

●
据
置
・
償
還
期
間　

据
置
期
間
６
か
月
以

内
、
償
還
期
間
７
年
以
内

□
緊
急
小
口
資
金

●
内
容　

緊
急
で
一
時
的
に
生
活
の
維
持
が

困
難
に
な
っ
た
場
合
の
少
額
の
貸
付
。
連
帯

保
証
人
は
不
要

●
貸
付
限
度
額　

10
万
円
以
内
（
無
利
子
）

●
据
置
・
償
還
期
間　

据
置
期
間
２
か
月
以

内
、
償
還
期
間
８
か
月
以
内

　

問
い
合
わ
せ
は
、
柳
川
市
社
会
福
祉
協
議

会
（
☎
72
・
５
３
４
７
）
ま
で
。

生
活
福
祉
資
金
制
度

低
所
得
世
帯
な
ど
へ
必
要
経
費
を
貸
し
付
け
。
災
害
援
護
資
金
が
優
先

　

住
宅
金
融
支
援
機
構
が
定
め
る
基
準
を
満

た
す
と
、
自
然
災
害
で
被
災
し
た
住
宅
を
復

旧
す
る
た
め
の
融
資
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
対
象　

▽
補
修
＝
住
宅
に
10
万
円
以
上
の

被
害
を
受
け
、
り
災
証
明
書
の
発
行
を
受
け

た
人
▽
建
設
・
購
入
＝
住
宅
が
全
壊
し
た
と

い
う
り
災
証
明
書
の
発
行
を
受
け
た
人
な
ど

※
こ
の
ほ
か
に
条
件
が
あ
り
ま
す
。

●
融
資
限
度
額　

▽
補
修
＝
６
４
０
万
円
な

ど
▽
建
設
＝
基
本
融
資
額
１
４
６
０
万
円
、

特
例
加
算
額
４
５
０
万
円
な
ど
▽
購
入
＝
基

本
融
資
額
２
４
３
０
万
円
な
ど
（
中
古
住
宅

購
入
の
融
資
あ
り
）

　

資
料
請
求
、問
い
合
わ
せ
は
、同
機
構
（
☎

０
１
２
０
・
０
８
６
・
３
５
３
）
ま
で
。

災
害
復
興
住
宅
融
資

住
宅
金
融
支
援
機
構
の
住
宅
復
旧
融
資

　

７
月
15
日
か
ら
災
害
廃
棄
物
の
仮
置
き
場

を
３
か
所
開
設
し
て
、
災
害
に
よ
る
が
れ
き

や
ご
み
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

被
災
地
の
復
旧
状
況
や
、
が
れ
き
や
ご
み
の

搬
入
状
況
か
ら
、
仮
置
き
場
は
３
か
所
か
ら

１
か
所
に
集
約
し
、
開
設
期
限
は
８
月
24
日

（
金
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。

●
搬
入
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
６
時

●
搬
入
場
所　

市
民
三
橋
体
育
館
北
側
駐
車

場
（
正
行
）

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
廃
棄
物
対
策
課
（
☎

72
・
１
３
３
４
）
ま
で
。

災
害
が
れ
き
の
搬
入

が
れ
き
な
ど
の
搬
入
は
８
月
24
日
ま
で

災害支援情報

　

災
害
救
助
法
に
基
づ
く
住
宅
の
応
急
修
理

は
、
災
害
に
よ
り
住
宅
が
半
壊
以
上
で
、
被

災
し
た
住
宅
の
台
所
、
ト
イ
レ
、
風
呂
な
ど

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
を
応

急
的
に
修
理
し
ま
す
。

●
対
象　

住
宅
が
半
壊
以
上
の
り
災
証
明
書

の
発
行
を
受
け
た
世
帯
（
所
得
制
限
あ
り
）

●
修
理
限
度
額　

１
世
帯
当
た
り
52
万
円
以

内
。
修
理
代
金
は
、
修
理
す
る
業
者
に
市
が

直
接
支
払
い
ま
す
。

●
申
込
方
法　

住
宅
の
応
急
修
理
申
込
書
、

り
災
証
明
書
な
ど
を
柳
川
庁
舎
建
設
課
に
提

出
　

問
い
合
わ
せ
も
、
同
課
住
宅
管
理
係
（
☎

77
・
８
５
４
２
）
ま
で
。

住
宅
の
応
急
修
理

住
宅
が
半
壊
以
上
の
世
帯
に
支
援

三橋の仮置き場の様子
（7月 18日撮影）
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災害支援情報

1
市
民
税
、
固
定
資
産
税
の
減
免

　

個
人
市
県
民
税
は
、
住
宅
が
床
上
浸
水
以

上
の
被
害
を
受
け
、
前
年
中
の
合
計
所
得
金

額
が
１
０
０
０
万
円
以
下
の
人
の
場
合
、
被

害
の
程
度
や
合
計
所
得
金
額
に
よ
っ
て
減
免

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
同
一
世
帯
に
納

税
義
務
者
が
複
数
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
固
定
資
産
税
は
、
り
災
証
明
書
で

被
害
の
程
度
が
半
壊
、
大
規
模
半
壊
、
全
壊

と
判
定
さ
れ
た
家
屋
の
場
合
に
減
免
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
被
害
の
程
度
に
よ
っ
て
減
免
割

合
が
異
な
り
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
税
額　

今
年
度
分
の
個
人
市

県
民
税
や
家
屋
の
固
定
資
産
税
で
、
災
害
が

発
生
し
た
７
月
14
日
以
降
の
納
期
に
か
か
る

税
額

●
申
請
方
法　

柳
川
庁
舎
税
務
課
、
大
和
・

三
橋
庁
舎
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
に
、
り
災
証
明

書
（
写
し
可
）
と
印
鑑
を
持
っ
て
申
請

　

市
民
税
の
問
い
合
わ
せ
は
市
税
務
課
市
民

税
係
（
☎
77
・
８
４
５
３
）、
固
定
資
産
税

の
問
い
合
わ
せ
は
同
課
固
定
資
産
税
係
（
☎

77
・
８
４
５
６
）
ま
で
。

2
市
税
の
納
付
猶
予

　

住
宅
な
ど
の
財
産
に
被
害
を
受
け
た
納
税

者
は
、
申
請
日
か
ら
原
則
1
年
以
内
の
期
間

に
限
り
、
市
税
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
限
度
と
し
て
、
納

税
を
猶
予
で
き
ま
す
。
猶
予
期
間
中
の
延
滞

税
に
関
す
る
支
援

被
害
の
状
況
な
ど
で
市
税
の
減
免
や
納
付
猶
予
が
可
能

1
市
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険

　

市
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
納
付
や
、
医
療
機
関
へ
の
窓
口
負

担
分
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
、
床
上
浸
水

以
上
で
住
宅
や
家
財
に
被
害
が
あ
り
、
所
得

の
状
況
な
ど
の
条
件
を
満
た
す
と
一
定
期
間

減
免
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
保
険
金
や

損
害
賠
償
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
場
合
を

考
慮
し
て
決
定
）。

　

ま
た
、
被
保
険
者
証
や
、
乳
幼
児
・
障
害

者
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証
な
ど
の
再
交

付
も
柳
川
庁
舎
健
康
づ
く
り
課
、
大
和
・
三

橋
庁
舎
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で
行
い
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
の
問
い
合
わ
せ
は
市
健
康

づ
く
り
課
国
民
健
康
保
険
係
（
☎
77
・
８
５

０
６
）、
後
期
高
齢
者
医
療
の
問
い
合
わ
せ

は
同
課
医
療
係
（
☎
77
・
８
５
０
３
）
ま
で
。

2
国
民
年
金
保
険
料

　

住
宅
や
家
財
な
ど
の
被
害
金
額
が
、
住
宅

や
家
財
な
ど
の
価
格
の
お
お
む
ね
２
分
の
１

以
上
の
被
害
が
あ
っ
て
、
所
得
の
状
況
な
ど

の
条
件
を
満
た
す
と
、
国
民
年
金
保
険
料
を

免
除
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
健
康
づ
く
り
課
国
民

年
金
係
（
☎
77
・
８
５
３
３
）
ま
で
。

3
介
護
保
険

　

住
宅
や
家
財
に
床
上
浸
水
以
上
の
被
害
を

受
け
た
場
合
、
介
護
保
険
料
や
介
護
保
険
利

用
者
負
担
額
の
減
免
が
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
（
保
険
金
や
損
害
賠
償
金
な
ど
で
補
て

ん
さ
れ
る
場
合
を
考
慮
し
て
決
定
）。
り
災

証
明
書
や
保
険
金
な
ど
の
金
額
が
分
か
る
書

類
な
ど
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
被
保
険
者
証
な
ど
の
再
交
付
も
柳

川
庁
舎
福
祉
課
、
大
和
・
三
橋
庁
舎
市
民
サ

ー
ビ
ス
課
で
行
い
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
福
祉
課
高
齢
者
福
祉

係
（
☎
77
・
８
５
１
６
）
ま
で
。

医
療
、
国
民
年
金
、
介
護
保
険
に
関
す
る
支
援

健
康
保
険
や
年
金
な
ど
の
保
険
料
の
減
免
な
ど
を
行
い
ま
す

金
は
免
除
で
す
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

り
災
証
明
書
、
印

鑑
、
別
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は

委
任
状
が
必
要

　

申
請
、
問
い
合
わ
せ
は
、
市
収
税
対
策
課

（
☎
77
・
８
４
６
２
、
77
・
８
４
６
３
）
ま
で
。

1
農
林
漁
業
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金

　

生
産
資
材
、
簡
易
な
補
修
費
、
収
入
減
少

の
補
て
ん
の
資
金
融
資
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
融
資
限
度
額　

一
般
＝
６
０
０
万
円
、
特

認
＝
年
間
経
営
費
等
の
12
分
の
３
以
内
（
融

資
利
率
あ
り
）

●
据
置
・
融
資
期
間　

据
置
３
年
以
内
、
融

資
10
年
以
内

2
福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金

　

農
林
漁
業
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
の
借

入
れ
が
あ
る
人
が
、
農
協
や
信
漁
連
か
ら
追

加
で
借
り
た
場
合
、
利
子
補
給
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

●
融
資
限
度
額　

５
０
０
万
円
（
融
資
利
率

あ
り
）

●
据
置
・
融
資
期
間　

▽
（
株
）
日
本
政
策

金
融
公
庫
資
金
＝
据
置
３
年
以
内
、
融
資
10

年
以
内
▽
農
協
資
金
＝
据
置
３
年
以
内
、
融

資
７
年
以
内
（
利
子
補
給
期
間
は
３
年
）

3
農
林
漁
業
施
設
資
金

●
融
資
限
度
額　

１
施
設
当
た
り
３
０
０
万

円
、
特
認
６
０
０
万
円
、
漁
船
１
０
０
０
万

円
（
融
資
利
率
あ
り
）

●
融
資
期
間　

15
年
以
内
（
据
置
期
間
３
年

以
内
）
な
ど

※
こ
の
ほ
か
、
農
業
近
代
化
資
金
の
償
還
期

限
の
延
長
や
、
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
償
還

金
の
支
払
猶
予
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

▽
農
業
の
融
資
の
問
い
合
わ
せ
は
、
県
筑
後

農
林
事
務
所
農
業
振
興
課
（
☎
０
９
４
２
・

農
業
、
漁
業
に
関
す
る
支
援

農
業
者
や
漁
業
者
向
け
の
融
資
や
貸
し
付
け

52
・
５
１
０
７
）
ま
で
。

▽
農
業
の
技
術
対
策
の
問
い
合
わ
せ
は
、
県

南
筑
後
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
（
☎
62
・
４
１

９
１
）
ま
で
。

▽
水
産
業
の
融
資
や
共
済
な
ど
の
問
い
合
わ

せ
は
、県
水
産
局
漁
業
管
理
課
（
☎
０
９
２
・

６
４
３
・
３
５
６
０
）
ま
で
。

1
保
育
所
保
育
料
の
減
免

　

床
上
浸
水
以
上
の
被
害
を
受
け
た
世
帯

は
、
保
育
所
保
育
料
の
減
免
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

減
免
の
申
し
込
み
は
、
柳
川
庁
舎
子
育
て

支
援
課
、
大
和
・
三
橋
庁
舎
市
民
サ
ー
ビ
ス

子
育
て
、
ひ
と
り
親
世
帯
な
ど
に
関
す
る
支
援

保
育
料
の
減
免
や
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
支
援
な
ど

課
に
り
災
証
明
書
を
添
付
し
て
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
子
育
て
支
援
課
子
育

て
支
援
係
（
☎
77
・
８
５
２
３
）
ま
で
。

2
（
特
別
）
児
童
扶
養
手
当
の
特
例

　

災
害
な
ど
で
、
所
有
す
る
住
宅
、
家
財
な

ど
が
そ
の
価
格
の
お
お
む
ね
２
分
の
１
以
上

の
損
害
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
な
ど
に
よ

り
補
充
さ
れ
た
金
額
を
除
く
）
を
受
け
た
人

は
、
そ
の
損
害
を
受
け
た
月
か
ら
翌
年
の
７

月
ま
で
に
支
給
さ
れ
る
（
特
別
）
児
童
扶
養

手
当
に
つ
い
て
、
所
得
に
よ
る
手
当
額
の
支

給
制
限
を
受
け
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
後
日
災
害
を
受
け
た
年
の
所
得

が
、
所
得
制
限
限
度
額
以
上
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
明
し
た
と
き
は
、
特
例
で
支
給
さ
れ
た

手
当
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
子
育
て
支
援
課
児
童

家
庭
係
（
☎
77
・
８
５
２
２
）
ま
で
。

3
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
・
猶
予

　

住
宅
や
家
財
に
被
害
を
受
け
た
場
合
、
条

件
を
満
た
す
と
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
し

付
け
に
つ
い
て
次
の
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▽
各
種
資
金
の
支
払
猶
予
な
ど

▽
住
宅
資
金
な
ど
の
据
置
期
間
の
延
長

▽
住
宅
資
金
の
貸
付
金
額
の
限
度
額
を
２
０

０
万
円
へ
引
き
上
げ

▽
寡
婦
を
所
得
制
限
適
用
の
対
象
と
し
な
い

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
子
育
て
支
援
課
相
談

係
（
☎
77
・
８
５
２
４
）
ま
で
。

●
融
資
制
度　

①
福
岡
県
緊
急
経
済
対
策
資

金
②
（
株
）
日
本
政
策
金
融
公
庫
中
小
企
業

事
業
③
同
公
庫
国
民
生
活
事
業
④
商
工
組
合

中
央
金
庫
災
害
復
旧
資
金

●
融
資
限
度
額　

①
③
３
０
０
０
万
円
②
④

１
億
５
０
０
０
万
円

●
融
資
期
間　

す
べ
て
10
年
以
内
（
据
置
期

間
２
年
以
内
）

●
融
資
利
率　

①
０
・
９
％
②
１
・
55
％
（
貸

付
期
間
５
年
の
場
合
）
③
２
・
05
％
（
貸
付

期
間
５
年
の
場
合
）
④
１
・
50
％

※
①
～
④
の
貸
付
に
つ
い
て
の
窓
口
相
談

は
、
柳
川
商
工
会
議
所
や
柳
川
市
商
工
会
で

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

①
～
③
の
問
い
合
わ
せ
は
柳
川
商
工
会
議

所
（
☎
73
・
７
０
０
０
）、
柳
川
市
商
工
会

（
☎
73
・
５
４
０
０
）、
④
の
問
い
合
わ
せ
は

商
工
組
合
中
央
金
庫
久
留
米
支
店
（
☎
０
９

４
２
・
35
・
３
３
８
１
）
ま
で
。

事
業
者
に
関
す
る
支
援

事
業
者
向
け
の
融
資
、
相
談

1
水
道
料
、
下
水
道
使
用
料
の
減
免

　

水
道
水
を
洗
い
水
と
し
て
使
用
し
た
床
上
・

床
下
浸
水
の
世
帯
に
水
道
料
や
、
下
水
道
使

用
料
を
減
免
し
ま
す
。
今
回
の
災
害
で
移
転

す
る
場
合
、
水
道
の
開
始
・
中
止
手
数
料
は

り
災
証
明
書
を
提
出
す
る
と
免
除
し
ま
す
。

●
減
免
期
間　

６
月
か
ら
７
月
使
用
ま
で
の

期
間
の
１
か
月

●
減
免
内
容　

昨
年
の
同
じ
月
の
使
用
し
た

水
量
と
比
べ
て
、
増
加
水
量
分
の
料
金
を
減
免

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
水
道
課
料
金
係
（
☎

77
・
８
５
９
６
）、
市
下
水
道
課
維
持
管
理

係
（
☎
77
・
８
５
８
５
）
ま
で
。

2
教
科
書
な
ど
の
無
償
給
与

　

住
宅
が
床
上
浸
水
以
上
の
被
害
を
受
け
、

学
用
品
を
失
っ
た
小
中
高
校
な
ど
の
児
童
や

生
徒
に
、
教
科
書
や
教
材
な
ど
を
支
給
し
ま

す
。
な
お
、
通
学
途
中
や
学
校
の
浸
水
で
も

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
学
校
教
育
課
（
☎

77
・
８
８
６
３
）
ま
で
。

3
行
政
相
談
窓
口

　

総
務
省
九
州
管
区
行
政
評
価
局
は
、
被
災

者
支
援
の
特
別
合
同
行
政
相
談
を
行
い
ま
す
。

●
日
時
・
会
場　

９
月
４
日
（
火
）、
午
前

10
時
～
午
後
３
時
、
市
民
会
館
１
階
会
議
室

※
同
局
は
災
害
行
政
相
談
も
実
施
し
て
い
ま

す
（
☎
０
１
２
０
・
１
１
０
・
０
２
３
）。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
同
局
（
☎
０
９
２
・
４

３
１
・
７
０
８
１
）
ま
で
。

生
活
に
関
す
る
支
援

水
道
料
の
減
免
、
行
政
相
談
な
ど

4
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
、
電
気
料
金

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
や
電
気
料
金
な
ど
が

免
除
な
ど
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
日
本
放
送
協
会
福
岡
放

送
局
営
業
推
進
部
（
☎
０
９
２
・
７
１
５
・

７
１
１
１
）、九
州
電
力
大
牟
田
営
業
所
（
☎

０
１
２
０
・
９
８
６
・
２
１
１
）
ま
で
。

　

市
は
、
被
災
者
支
援
に
活
用
す
る
義
援
金

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
義
援
金
箱

を
、
市
役
所
各
庁
舎
、
水
の
郷
、
図
書
館
本

館
に
10
月
25
日
（
木
）
ま
で
設
置
し
ま
す
。

【
金
融
機
関
の
振
込
み
】

①
福
岡
銀
行
柳
川
支
店　

口
座
種
別
＝
普
通

預
金
、口
座
名
義
＝
柳
川
市
災
害
義
援
金（
ヤ

ナ
ガ
ワ
シ
サ
イ
ガ
イ
ギ
エ
ン
キ
ン
）、
口
座

番
号
＝
２
０
４
５
１
４
０

②
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局　

口
座
名
義
＝

柳
川
市
災
害
義
援
金
（
ヤ
ナ
ガ
ワ
シ
サ
イ
ガ

イ
ギ
エ
ン
キ
ン
）、
口
座
番
号
＝
０
１
７
１
０

‐
４
‐
１
６
７
（
振
込
み
は
窓
口
の
み
）

【
現
金
】
市
役
所
柳
川
庁
舎
１
階
会
計
課
、

平
日
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

※
一
部
振
込
み
手
数
料
が
か
か
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
税
法
上
の
優
遇
措
置
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
領
収
証
な
ど
は
税
の
申
告

の
際
に
必
要
で
す
。

　

義
援
金
の
問
い
合
わ
せ
は
市
会
計
課
（
☎

77
・
８
４
４
２
）、
税
法
上
の
優
遇
措
置
の
問

い
合
わ
せ
は
市
税
務
課（
☎
77
・
８
４
５
３
）へ
。

災
害
義
援
金
の
受
付

被
災
者
支
援
に
活
用
し
ま
す


